
初期ö8/28㊌13時15分～　中期ö8/28㊌10時～
後期・完了期ö8/30㊎10時～

ö保護者9/18㊌9時30分～、10時40分～　ô乳幼児と保護者

ù育児・栄養相談等　ö9/4㊌9時30分～11時20分

ε保健センター 〒340-0016 中央 1-1-8 ☎922-0200Ü922-1516

離乳食講習会　è電話・市HPで　ë各20組
集団検診(à保健センター)　ö9/1㊐・21㊏、10/3㊍・20㊐、
個別検診(à指定医療機関)　ö11/30㊏まで
ô40歳以上の女性(前年度未受診者)　ß1300円

ö11/30㊏まで　à指定医療機関　ô20歳以上の女性
ß頸部検診1700円、頸部・体部検診2500円
(体部検診は医師が必要と認めた場合のみ)

乳幼児相談　è電話で　ë14組

乳がん検診(マンモグラフィ)　è9/20㊎までに市HP、はがきで

子宮がん検診　è直接指定医療機関へ
おやこでブラッシング＆子育て相談　è電話で　ë24組

▲検診の一覧
はこちら

怖いの好きなこ集合～

夏の終わりに、ちょっとだけ怖い
miraton に遊びに来ませんか？

ù市内子ども会のこどもたちが手作りのおばけ屋
しきをやります。
同日開催のまつばらだんち祭スタンプラリーの
スタンプもあります。

ö8/25㊐10時～12時、13時～16時
ô怖いもの好きなこども（大人も可）
ß無料　Ñ室内靴
àεmiraton
☎941-0031Ü951-1818

児童手当の制度改正の
　　　　　   お知らせを送付します 入学予定児の健康診断
ù制度改正により、10月分(12月支払)から児童手当の支給
年齢や方法が変わります。

ù対象者には10月上旬に通知を送付します。
10/11㊎までに通知が届かない場合はご連絡を。

ö

à入学予定の小学校
ô平成30年4/2～同31年4/1生まれ
ε学務課☎922-2685Ü928-1178εこども政策課☎922-1476Ü922-3274

平成18年4/2以降に生まれた子がいる世帯
に、制度改正のお知らせを8月中に通知します。
※制度改正に伴い、届け出が必要な場合があ
ります。

で

ここが変わります

支給月が年3回から6回に

所得制限の撤廃

支給年齢が15歳年度末から18歳年度末に延長

第3子以降は支給額が月額1万5千円から3万円に

外国籍のこども

こどもの発達に心配がある保護者

「在留カード」か「特別永住者証明書」を健康診断の前日
までに学務課に持ってきてください。

教育支援室（☎933-7591）へ連絡してください。

令和6年10月分から児童手当の制度が拡充 令和7年4月の新1年生

▲市HP

健康のおやこ

10/22㊋ 新田小、川柳小、青柳小、松原小
氷川小、八幡北小、八幡小
稲荷小、両新田小、西町小、小山小
谷塚小
草加小、栄小、長栄小
瀬崎小、新里小、花栗南小、新栄小
高砂小
清門小

10/23㊌
10/24㊍
10/25㊎
10/29㊋
10/30㊌
11/6㊌
11/12㊋
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